
仕様書

生理検査機器

広島市医師会運営　安芸市民病院

広島市健康福祉局保健部医療政策課市立病院係



◆納入場所：広島市医師会運営　安芸市民病院

　　　　　　広島県広島市安芸区畑賀二丁目14-1

◆納入期限：令和8年9月30日（水）

　　　　　　搬入等については、安芸市民病院の新棟の引渡し（令和8年9月中旬予定）以降、

　　　　　　納入期限までに実施することとする。

◆検収条件：別途協議とする。

1 品名・規格

1-1 機器構成表のとおりである。

2 一般的条項

2-1

2-2

2-3

3 設置条件については以下の要件を満たしていること。

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

仕　　様　　書

機器搬入にあたっては、その搬入経路の壁床補強等を施すこと。
また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。

調達物品にかかる仕様は機器構成表のとおりである。

入札機器は、入札時点で製品化されていること。

納入する機器は全て新品であること。

装置の搬入、据付、配管、配線及び調整を行うこと。

病院が用意した１次側設備以外に必要となった場合受注者にて対応すること。

搬入に伴う費用は納入業者の負担とする。

設置に係る届出や申請書に関しては必要書類を作成し、病院担当者へ提出すること。

機器搬入及び据え付けの際、誤って病院の躯体、設備及び器物等に損傷を与えた場合は速やかに病院
担当者に報告し、建築工事の仕上げに準じ納入業者の負担において修復すること。

落札後、本市が指定する期日までに発注から納品、取り扱い説明を含めたスケジュールを提出し病院
の診療業務に支障をきたさないよう本市職員と協議の上、その指示に従うこと。

導入システムのハードウェア及びソフトウェアの調整は落札者が行い、各機器の動作確認及び装置全
体の動作確認を行うこと。

コンピュータ等を安定稼働させるために必要な対策をおこなうこと。

必要な場合はUPSなどの無停電装置を備えること。

入札機器（付属品・周辺機器含む）は、設置までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョン
アップがあった場合は最新の仕様で引き渡すこと。また、装置の仕様やソフトウェアは薬事承認がさ
れていること。

病院が指定する医療系システムにネットワーク接続すること。

設備に必要な新規ケーブルの配線工事は必要機器を含め受注者の負担とする。
ケーブルの配線経路は病院と打合せのうえ決定すること。



仕　　様　　書

4 障害支援体制については以下の要件を満たしていること。

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

5 導入時の教育とサポート体制は以下の要件を満たしていること。

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

6 機器搬入等

6-1

6-2

7 その他

7-1

7-2

7-3

7-4

本システムが正常に動作するように、機器導入後、１年間はハードウェア・ソフトウェアとも、無償
保証とする。定期的に点検、調整をし、障害防止を行うこと。

機器の正常な機能を保つために、受注者は業務に支障を及ばさないように定期的に予防を行うこと。

受注者は病院の医療体制を熟知し、将来の環境整備に寄与するようレベルアップに努めること。

定期点検は、年１回以上実施すること。契約期間中においては、業務に支障をきたさないよう、速や
かに故障物品の納入や補修を行う等の措置を講じること。

機器の保守管理部品については、製造終了後より部品供給終了時期まで保証すること。

調達物品のメンテナンスに対して調整業務を行うこと。

必要なマニュアル・教材及び手引書については、すべて日本語で記載したものを提出すること。

受注者は必要な操作技術の説明を担当する病院職員の要求に応じ、必要な操作技術の説明会を行うこ
と。

設置する機器類の接続テスト・機能テスト・プログラムテストは必ず病院職員の立会いの下に行い、
その評価を受けて、実際の稼動状況に適切なプログラムかどうか確認すること。

受注者は導入時及び稼動後、病院の運用に支障をきたさないように担当要員にて対応すること。

受注者はあらかじめ、機器の導入スケジュールを病院に示した上、導入の経過・進捗状況を適時報告
すること。また、受注者の機器のレビューに病院職員を立会わせ適切な意見があれば参考とするこ
と。

受注者は機器のサポートにおいて、専門知識を有した人員にて医療機器の導入、設置、保守管理を行
うこと。また、緊急時には迅速な対応が行えること。

受注者はサポート体制表を病院に提出すること。

モニター等はテレビチューナーを内蔵していないこと。

本仕様に疑義を生じたとき、または本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議のうえ決
定するものとする。

運搬、据付調整、検査及び職員研修にかかる諸経費はすべて受注者の負担とし、機器の運搬、設置及
び据付調整は所定の位置に納入期日までに速やかに行うこと。

受注者は入札機器が円滑に業務運用できるように職員教育を行うこと。ただし医療機器業公正取引協
議会の定める「医療機関等における医療機器の立会いに関する基準」を遵守すること。

機器は、新病院に設置すること。詳細は病院職員の指示を受けること。

調整後、機器が正常に作動するように病院職員が立会の上、動作確認を行うこと。

機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で同法に基
づく製造の承認を得ている物品であること。



番号 品名 型式 数量

1 クリニカルアシスタントサービス(Prime Bridge) 日本光電工業㈱

(1) クリニカルアシスタントサービス PRM-2100-VP 1

(2) USB トークン QI-251M 1

生理検査機器　機器構成表


